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島根県道路管理規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成��年�月��日
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島根県道路管理規則の一部を改正する規則

島根県道路管理規則 (昭和��年島根県規則第��号) の一部を次のように改正する｡

第�条第�項中 ｢又は支庁長､ 土木建築事務所長若しくは土木事務所長 (以下 ｢支庁長等｣ という｡ ) ｣ を削り､ 同条

第�項及び第�項中 ｢又は支庁長等｣ を削る｡

第�条及び第	条中 ｢支庁長等｣ を ｢知事｣ に改める｡

第
条第�項中 ｢又は支庁長等｣ を削り､ 同条第�項中 ｢支庁長等｣ を ｢知事｣ に改め､ 同条第�項中 ｢又は支庁長等｣

を削る｡

第�条から第�条までの規定及び第��条から第��条までの規定中 ｢支庁長等｣ を ｢知事｣ に改める｡

第��条第�項中 ｢支庁長等｣ を ｢支庁長又は土木建築事務所長｣ に改める｡

様式第
号中
｢○ ○ 支 庁

○○土木建築 (土木) 事務所｣
を削る｡
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この規則は､ 平成��年	月�日から施行する｡

号外第��号 平成��年�月��日 (�)
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島根県道路管理規則の一部を改正する規則 (道 路 維 持 課)
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◇�������������� !"�� (規則第��号)

� 規則の概要

� 道路管理に伴う道路工事等の承認､ 必要な指示及び検査は､ 知事が行うこととした｡

� 申請書及びその附属書類並びに届出書は､ 知事に提出しなければならないこととした｡

� その他規定の整理

� 施行期日

平成��年	月�日から施行することとした｡
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平成��年�月��日 (火)
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(毎週火・金曜日発行)
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